
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者が

保有する建物や設備の令和３年度の固定資産税・都市計画税が、事業収入の減少幅に応じゼロ

または１/２となる減免措置が講じられました。 

この減免措置を受けるためには申告の前に「認定経営革新等支援機関等」の確認が必要とな

ります。このため、支援機関である下関商工会議所では会員事業所を対象に下記の日程で確認

のための申告書を受け付けます。 

 

受 付 日 １月１８日(月)、２０日(水)、２２日(金)、２６日(火)、２８日(木) 

受付時間 
１３時３０分～１６時３０分（予約制、１社 30分程度） 

※事前にお電話でご予約のうえお越しください。 

場  所 下関商工会館３階（下関市南部町 21-19 TEL 083-222-3333） 

必要書類 

①申告書 

（下関市のホームページからダウンロードしてください） 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1593560897855/index.html 

②収入減を証明する書類 

昨年の売上高…青色申告決算書 

今年の売上高…売上台帳、総勘定元帳 等 

③特定対象家屋の事業用割合を示す書類 

（青色申告決算書（減価償却費の計算）等） 

※内容確認のため、追加資料のご提出をお願いする場合があります 

 

◆注意事項 ・確認作業を行うため確認印を押印した申告書は後日お渡しします。 

・顧問税理士がおられる場合はそちらに確認をご依頼ください。 

・新型コロナウイルス感染予防のため、検温・マスクの着用・手指の 

消毒にご協力ください。検温で３７．５度以上になった場合は受付 

できません。 

 

◆以下の支援機関等においても減免措置の確認ができます。 

認定経営革新等支援機関等 

税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、 

中小企業診断士、金融機関（銀行、信用金庫等）、 

商工会 

 

◆お問い合わせ・お申し込み先 

下関商工会議所 経営支援部金融相談課 ＴＥＬ０８３－２２２－３３３３ 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 
 

固定資産税・都市計画税の減免のための 

確認について 

会員限定 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1593560897855/index.html


 
 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって厳しい経営環境に直面している中小事業者等に

対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が軽減されます。 
 

 

対象者となる 

中小事業者等 

○資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人 

※ただし、同一の大規模法人から 2分の 1 以上の出資を受ける法人、複数の

大規模法人から 3 分の 2以上の出資を受ける法人を除く。 

○資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数

が 1000 人以下の法人 

○常時使用する従業員数が 1000 人以下の個人 

※ただし、法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営む等を除く。 

軽減対象となる資産 令和 3 年 1 月 1 日現在に所有する償却資産及び事業用家屋 

対象年度 令和 3 年度の固定資産税及び都市計画税 

軽減の割合 

令和 2 年 2 月～10 月までの任意の連続する 3 か月間の事業収入を 

前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。 

 

▶事業収入の減少率が 30％以上 50％未満→ 2 分の 1 軽減 

▶事業収入の減少率が 50％以上     → 全額免除 

 

 
○申告内容・申告時期 

令和 3 年 1 月 1 日現在の資産について、令和 3 年 2 月 1 日までに必要書類とともに申告。 

※申告前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。 

※申告は郵送または eLTAX でも受け付けます。 

（認定経営革新等支援機関等での郵送または eLTAX の受付は行っておりません） 

 

※申告先 下関市 財政部 資産税課 

〒750-8521 下関市南部町 1 番 1 号 Tel：083-231-1918 

 

○申告に必要な書類 

（1）申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの）    ※原本 

（2）収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）    ※コピー可 

（3）特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書の写しなど） ※コピー可 

（4）収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 

※コピー可 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 

固定資産税・都市計画税の軽減措置（課税標準の特例） 

＜ 軽減の対象等 ＞ 

＜ 申告手続 ＞ 

※制度の詳細は中小企業庁HP をご参照ください。 

  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 

※申告書は下関市HPよりダウンロードできます。（PDF・Word 形式） 

  http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1593560897855/index.html 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1593560897855/index.html

